
議案第２９号 

令和８年度岩倉市一般会計予算 

令和８年度岩倉市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，９２０，０００

千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及

び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４

表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、１，２００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足

が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

  令和８年２月２７日提出 

岩倉市長 久 保 田 桂 朗 









(単位 千円)

款 項 総　　額 年　　度 年　割　額

令和８年度 356,899

令和９年度 286,283

第３表  債務負担行為

(単位　千円)

限　度　額

15,650

17,858

1,441

2,079

1,967

1,714

54,812

26,398

1,810

第２表  継続費

事　業　名

２ 総務費 １ 総務管理費
庁舎空調設備改修事業
（庁舎空調設備改修工事）

643,182

岩倉市議会議員一般選挙投票受付等業務委託料 令和８年度～令和９年度

令和９年度山車巡行及び展示委託料 令和８年度～令和９年度

事　　　　　　項

愛知県議会議員一般選挙投票受付等業務委託料

障がい者基幹相談支援業務委託料 令和９年度～令和10年度

令和９年度桜まつり委託料 令和８年度～令和９年度

期　　　　間

令和８年度～令和９年度

市民ﾌﾟﾗｻﾞ受付等業務委託料 令和９年度～令和10年度

愛知県議会議員一般選挙ﾎﾟｽﾀｰ掲示板設置等委託料 令和８年度～令和９年度

市民活動支援ｾﾝﾀｰ運営委託料 令和９年度～令和10年度

登記課税連携支援ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ修正業務委託料 令和９年度

一般会計



(単位　千円)

限 度 額 起債の方法

　 据置期間を含めて25

 （ただし、利率見直し  年以内に償還するもの

 方式で借り入れる政府  とする。

 資金及び地方公共団体  　ただし、借入先の融

 金融機構資金について、  通条件に従う。なお、

 利率の見直しを行った  必要に応じ、据置期間

 後においては、当該利  及び償還期間を短縮し、

 率見直し後の利率）  又は繰上償還若しくは

 低利債に借換えするこ

 とができる。

普通貸借
又は

証券発行

第４表  地方債

起  債  の  目  的 利    率 償　還　の　方　法

次世代高度情報通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業

7,700

Ｊｱﾗｰﾄ受信機更新事業 7,900

1,069,200

67,300

38,000

5.2％以内

石仏公園整備事業 236,500

五条川小学校災害用
下水道直結型ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚ
設置事業

8,100

五条川小学校区統合
保育園整備事業

旧青少年宿泊研修施設
取壊し事業

農地費

ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ整備事業 27,200

一般会計
























































































































